
令和２年度かほく市地域おこし協力隊募集要項 

 

 かほく市は、石川県のほぼ中央に位置し、西は風光明媚な日本海、東は宝達山系に面し

た「海とみどり」に抱かれたまちです。人口はおよそ３万５千人の比較的小さな市です

が、定住促進施策や子育て支援施策に力を入れ、住みよさを実感できるまちづくりを目指

しており、人口減少の時代においても５年連続で人口の増加を達成しています。交通アク

セスは、市内を南北に縦貫する JR 七尾線により、県庁所在地である金沢市までおよそ 

３０分で結ばれており、市内に３カ所あるのと里山海道の IC からは能登方面へのアクセ

スも良好です。 

 本市では、地域資源を活用した魅力あるまちづくり、交流人口と関係人口の増加・賑わ

い創出を目指し、地域おこし協力隊員を募集します。 

 

 １ 活動の内容及び勤務場所 

   行政や地域住民、事業者、関係団体等と協力・連携し、次の活動を行っていただき

ます。 

    

   【活動内容】 

    ・地域商社機能の立ち上げに係る準備及び企画立案 

    ・地域資源を活かした商品の企画・マーケティング等、販路開拓準備 

    ・観光などの情報発信 

    

   【勤務地】 

    かほく市役所 １階 産業振興課  

 

２ 募集人員 １名 

 

３ 応募要件 

   次の各号の要件を全て満たす方とします。 

（１）２０歳以上５０歳未満の方（令和 3 年４月１日現在） 

   （２）生活の拠点を３大都市圏をはじめとする都市地域等から本市に移し、住民票

を異動することが可能である方 

     ※実際に住民票を本市に異動していただくのは、協力隊として任用された後と

なります。 

（３）地域の活性化に意欲があり、地域住民や関係団体、事業者等と円滑にコミュ

ニケーションを図り、活動に積極的に取り組むことができる方 

（４）協力隊員としての任期の満了後、本市に定住する意欲のある方 



（５）普通自動車運転免許証を有している方 

（６）パソコン操作（ワード、エクセル等）や SNS での情報発信ができる方 

（７）地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 

（８）選考の際、下記の事項を重視させていただきます。 

      【求める人材】  

      ・協調性があり、地域住民、事業者、関係団体等と仲良くできる方 

      ・素直でやる気がある方 

      ・フットワークが軽く、アイディアを行動に移すことができる方 

・民間企業等において観光振興事業やまちづくり事業、経営管理、営業等に 

関する実務経験がある方 

      ・できれば、農業もしくは市場に関する一定の知識を有する方 

      ・協力隊員としての任期満了後も市の活性化事業に意欲的な方 

 

４ 任用形態 

   会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定するもの） 

 

５ 勤務日時等 

  かほく市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによ 

る。 

 

①勤務日、勤務時間 

 A、B いずれかを基本とする。 

 A】月曜日から金曜日 

   週 5 日（３５時間）  

   １日７時間×５日 午前９時～午後５時(休憩６０分) 

  

B】月曜日から金曜日 

・週４日 

   １日７時間４５分×４日 午前８時３０分～午後５時１５分(休憩６０分) 

  ・週１日 

   １日４時間       午前８時３０分～午後０時３０分(休憩なし) 

 

②週休日、休日  土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

※以上を基本とするが、活動状況等に応じて変更する可能性あり。 

 ※夜間・休日等の勤務が生じる場合は、随時変更や振替にて対応する。 

 

 



６ 任用期間 

   令和３年４月１日から令和４年３月３１日 

   ※２年目以降は活動実績により年度単位で再度の任用を行う。最長で令和６年 

（2024 年）３月３１日まで。 

 

７ 報酬 

   月額：２１０，０００円 

   ※月額から社会保険料等が差し引かれます。 

   ※このほか、通勤費、期末手当がそれぞれの要件で支給されます。 

 

８ 待遇・福利厚生等 

   （１）社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険等）に加入します。 

   （２）年次有給休暇が付与されます。（１年目：１０日間） 

その他、「かほく市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」に 

準じます。 

   （３）住居に要する経費（家賃・共益費・駐車場代の合計）は５万円を限度に市が 

負担します。ただし、光熱水費等は自己負担となります。 

   （４）勤務時間中は、車両、パソコン等の備品を貸与します。 

      ※貸与の車両・パソコンは私用に使うことはできません。 

（日常生活のため自家用車を所有する世帯が多いです。） 

   （５）活動に必要と認められる消耗品、旅費等は市が負担します。 

   （６）引っ越しに必要な経費は、自己負担となります。 

 

９ 受付期間及び応募方法等 

   （１）受付期間 

      令和３年２月１日（月）から令和３年２月２６日（金）まで 

※郵送の場合、最終日必着。持参の場合、最終日の午後５時まで。 

   

 （２）応募方法 

    郵送または持参 

    ・郵送の場合は、封筒表面に「地域おこし協力隊応募」と朱記し、簡易書留

等の配達記録が残る方法で送付してください。 

    ・持参の場合は、 かほく市役所 １階 産業振興課 まで持参ください。 

     ［受付時間］ 午前８時３０分から午後５時まで（土日、祝日を除く。） 

 

 



（３）提出書類 

・履歴書（市販のもので構いません。（顔写真貼付箇所があるもの。）） 

・レポート（８００~１２００字程度） 

テーマ 

『かほく市地域おこし協力隊への応募動機と、自身の地域活動に活かせる 

経験、着任して取り組みたいこと』 

      ・住民票の写し（発行日から３ヶ月以内のもの） 

      ・普通自動車運転免許証の写し（両面） 

※提出いただいた書類は返却いたしませんので予めご了承ください。 

※提出された個人情報については本公募のみに使用し、その他の目的には使 

用しません。 

 

１０ 選考方法 

   （１）第一次選考：書類選考 

      書類選考のうえ、令和３年３月初旬に選考結果を応募者全員に通知します。 

（２）第二次選考：面接 

   第一次選考合格者を対象に行います。 

   日程は令和３年３月４日（木）を予定しております。 

コロナウイルス感染症予防のため、オンラインで実施する場合があります。 

  詳細は、第一次選考結果通知の際お知らせします。 

（３）その他 

応募に係る経費（書類申請・面接に伴う交通費等）はすべて応募者の負担と 

なります。 

 

１１ 提出・お問合せ先 

   〒９２９－１１９５ 石川県かほく市宇野気ニ８１番地 

   かほく市役所 産業業建設部産業振興課 商工観光係 

   電話：０７６－２８３－７１０５ 

   E－mail：sangyou@city.kahoku.lg.jp 

mailto:sangyou@city.kahoku.lg.jp

